
      

「登録訓練機関の登録等に関する取扱要領」の一部改正 

改正案 現行 備考 

令和７年 11 月 28 日 制定（国空安政第 1938 号）  

令和○年○月○日 改正（国空安政第○○号） 

 

１．～４．（略） 

５．登録訓練機関の責務 

（１）～（２） （略） 

（３）修了証明書の交付 

① 訓練を修了した者に対し、以下の事項が記載された修了証明書

（別添参考） を交付すること。  

イ．訓練を修了した者の氏名及び生年月日  

ロ．技能証明番号 

ハ．修了証明書番号（登録訓練機関の「登録番号」－〇○○〇号） 

ニ．訓練修了日  

ホ．期間満了日 

ヘ．修了証明書交付年月日  

ト．登録訓練機関の氏名又は名称（法人にあってはこれに加えて代

表者の氏名） 

（４）～（８） （略） 

 

６．訓練事務規程の届出 

（１）（略） 

（２）訓練事務規程に記載すべき事項は次に掲げる事項とする。  

①～② （略）  

③ 訓練の日程、公示方法その他訓練の実施方法に関する事項  

イ．訓練の実施時期、訓練を行う事務所、訓練方法（集合／オ

令和７年 11 月 28 日 制定（国空安政第 1938 号） 

令和８年３月 19 日 改正（国空安政第 2975 号） 

 

１．～４．（略） 

５．登録訓練機関の責務 

（１）～（２） （略） 

（３）修了証明書の交付 

① 訓練を修了した者に対し、以下の事項が記載された修了証明書

（別添参考） を交付すること。  

イ．訓練を修了した者の氏名及び生年月日  

ロ．技能証明の番号 

ハ．修了証明書の番号（登録訓練機関の「登録番号」－〇○○〇号） 

ニ．訓練の修了日  

ホ．有効期間（訓練修了日から２年が経過する日の前日までとする。） 

ヘ．修了証明書の交付の年月日  

ト．登録訓練機関の氏名又は名称（法人にあってはこれに加えて代

表者の氏名） 

（４）～（８） （略） 

 

６．訓練事務規程の届出 

（１）（略） 

（２）訓練事務規程に記載すべき事項は次に掲げる事項とする。  

①～② （略）  

③ 訓練の日程、公示方法その他訓練の実施方法に関する事項  

イ．訓練の実施時期、訓練を行う事務所、訓練方法（集合／オ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係規定との整合

性をより明確にす

る観点から、所要

の修正を行うもの 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

「登録訓練機関の登録等に関する取扱要領」の一部改正 

ンラインの別） 及び１回当たりの定員 

（注）受講者の依頼で出張して訓練を行う際は、受講者により

用意された施設及び設備が法第 99 条の３第１項第１号イ

からロまでに掲げる要件のいずれにも適合することをあら

かじめ登録訓練機関の責任において確認してから訓練を行

うことを明記すること。 

ロ．訓練科目及びその内容並びに時間割 

ハ．上記事項に関する公示の方法 

 ④～⑩（略） 

７．～16．（略） 

 

様式１～19 （略） 

別添 

別添：（修了証明書のサンプル） 

 

 

 

ンラインの別） 及び１回当たりの定員 

 

 

 

 

 

ロ．訓練科目及びその内容並びに時間割 

ハ．上記事項に関する公示の方法 

 ④～⑩（略） 

７．～16．（略） 

 

様式１～19 （略） 

別添 

別添：（修了証明書のサンプル） 

 

 

 

出張して訓練を行

う場合の取り扱い

を定める 

 

△－〇〇〇－×××号     

氏名 

技能発揮訓練 修了証明書 

航空法第99条の６第２項の規定により、修了証明書を交付する。 

期間満了日  年  月  日 

生年月日 

訓練修了日 

  年  月  日 
登録訓練機関名 

技能証明番号 

△－〇〇〇－×××号     

氏名 

技能発揮訓練 修了証明書 

航空法第99条の６第２号の規定により、修了証明書を交付する。 

有効期間  年  月  日から 

  年  月  日まで 

生年月日 

訓練修了日 

  年  月  日 
登録訓練機関名 

技能証明の番号 


